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　まえがき

　製材工場のモデルを作成し，規模が収益性に及ぼす

影響を主として生産性の面から追求することにし，第

1段階の道産針葉樹製材工場については報告を終え

た。今回は引続き，広葉樹製材工場の収益性について

検討したのでその結果を述べる。

　本報の概略を説明すると，まず大割機及び小割機各

1台の工場から各3台の工場まで6種の規模を設定

し，当場で実施したナラ・インチ材挽立の能率及び歩

止り試験結果を基礎にして標準生産量を定める。次に

各規模について主として運搬工程に各種の機械化を施

し，人と機械の交替の度合を変えて，5～6種の生産

性の異る工場を設定し，合計31のモデル工場について

生産性を検討する。さらに調査資料より基準を設けて

諸経費を積算し，これら原木処理量及び生産性の異る

31工場について収益性を比較検討することにした。

　ここでは，前報＊のモデル工場に対して本道の代表

的広葉樹ナラ，インチ材を専門に挽立する場合を想定

してみた。これらのモデル工場の中で，横切工程にギ

ヤング・トリマーを採用したF6工場は，広葉樹製材

工場として不適当であると考えられるのでこの工場は

削除し，又横切機の足りない工場B3B5B6D2D4D5
E2E4E5については人員を1名増し，横切機を1台

増設する等部分的に若干修正を加えた。けれども，基

本的なレイアウト，算出の方法，検討の進め方等は針

葉樹製材の場合とまったく同様の考え方によったもの

である。その点前報を参照していただきたいと思う。

なお，ここでは道内の原木事情を考慮して挽立原木の

径級別の割合を小径，中径，大径はそれぞれ25：40：

35％に設定した。さらに進んで，専ら小径だけ，中径

だけ，あるいは大径だけを挽立する場合についても検

討を加え，原木の径級が工場の収益性に及ぼす影響に

ついてもつきとめてみることにした。以下，標準生産

量（本号），生産性及び収益性（次号）の算定につい

て順次述べる。

  1．標準生産量の算定

　生産性並びに収益性を算出するために，規模別の原

木処理能力を求める必要がある。そこで一定の作業基

準を設け，A～Fの6種の規模について，当場で実施

した挽材試験データーを中心にして，ナラ・インチ製

材の標準的な原木処理可能量を解析的に求めた。ここ

で考慮した基準は下記の通りである。

　挽立樹種は広葉種のうちナラを取りあげた。

　入手原木の径級割合6）8）9）は材積比で径級28cm下

25％，30～38cm40％，40cm上35％とした。

　作業時間については，1日当り8時間，そのうち正

味作業時間（機械稼働時間）430分，鋸替・準備等の

時間50分とし，年間300日稼働するものとした。

　製材機械を操作する作業員は，自動送材車式帯鋸盤

には4名，軽便自動送材車式帯鋸盤には3名，手動テ

ーブル式帯鋸盤には2名配置した。またこれらの機械

がフル稼働できるように運搬工なり，搬送設備を充分

に配置して，材は常に遅滞なく流れるような理想的な

状態を想定している。

　製品の木取基準は，径級30cm上の原木からはイン

チ材を主体に，径級28cm下のものからはすべて一般
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材のみを採材するものとした。

　製材歩止りは試験結果1)その他資料5）6）7）を参考にし

て設定した。すなわち原木品等込みで，径28cm下は

一般材56.4％，径30～38cmは一般材25.5％インチ材

31.5％，計57.0％，径40cm上は一般材23.1％インチ

材36.9％計60.0％，径級込みの場合は径級割合をも加

味して一般材32.4％，インチ材25.5％，計57.9％とし

た。

　大割作業における原木の木取り方法には丸挽き，廻

し挽等いろいろの方法があるが，計算を単純化するた

め原木の等級といった質的なものは捨てて，径級別に

第1図の如く11種の木取り方式を設定した。1）

　これらの内訳は第1表の通りである。これによれ

ば，径級別にアルファベットの添数値の小さいほど大

割鋸断回数及び角返し数が減って大割能力は高まり，

かつ小割機の仕事量が増すような方式となっている。

そこで，これら11種方式の範囲内において，後述の手

順によって大割・小割機相互の能力が均衡する最適の

木取り方式を見い出し，その時の処理能力を求めるこ

とにした。

　なお，これらの木取方式のうちa2，coは径級別の処

理能力を算出するさいには選択の対象となるが，径級

込みの処理能力を算出する場合には対象とならない。

  1．1大割機の能力

　まず，正味作業時間（機械稼動時間）を下記のご

とく3つの単位作業時間に分け，それぞれを動作回
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数と動作の所要時間の積の型に分解する。

　次に，試験データー2）及び調査資料3）4）により，原木

径級をパラメーターとして大割作業の諸動作の回数と

所要時間の実験式を導き（第2表）これらの式をもと

に大割機種と木取り方式を加味して原木径級別に正味

作業時間を積算し処理能力を算出することにした。

　第3表にその1例，木取り方式がそれぞれ28cm
下－a1，30～38cm－b2，40cm上－c3の場合の計算例
を示した。同じ手順で，その他の木取り方式による場
合の能力を算出し，その結果を第4表に一括してまと
めた。
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  1．2小割機の能力

　大割機から小割機に流される中間製品（平均長さ3

m平均厚さ2.6cm）は片耳付材と両耳付材の2種ある

ものとし，これらの材に対して必要とする小割鋸断回

数3）4）は片耳付材については平均2回，両耳付材は平

均4回とみなした。ただし，木取り方式C′の時に生

ずる片耳付材についてはその板巾がきわめて広いこと

から，両耳付材と同様平均4回鋸断するものとした。

作業分析資料3）4）によれば，鋸断1回当りの作業時

間は平均0.203分/回（正味鋸断時間4.2秒，その他8.0

秒）要する。ここで，小割能力を鋸断回数で表現する

と，1日当り鋸断回数は1台につき2,115回となる。

  1．3機械の組合せと処理能力（原木径級込み）

　どの木取り方式を採るかによって大割能力が変わり

小割の仕事量が増減する。そこで，所与の原木に対す

る大割と小割の処理時間が等しく，機械相互のバラン

スが保たれる時に，一貫作業として最高能力を発揮す

るものと考え，AからF工場まで夫々の製材機械の組

合せに対して，大割・小割機相互の稼動時間の均衡す

るような木取り方式を見いだし，その時の処理量をも

って標準生産量とした。この均衡する木取り方式の選

定はa2及びc0は対象から外ずし，小径28cm下でa1a0
の2種，中径30～38cmでb2b1b0の3種，大径40cm

上でC3C2C1C′1の4種，総計24種の組合せについて

試行計算すれば求まるのではあるが，実際の挽材作業

のあり方から考え，あらかじめ次のような制限を加え

て選ぶことにした。

（ｲ）木取り方式の選定順序

　点線で囲んだ組合せ〔a1b2c3〕を第1優先，次に横

の矢印線に付した添数値①～⑥の順序によるものとす

る。例えば，〔a1b2c3〕の方式によった場合に小割機

に遊び時間が生ずるならば，c3→c2に変え〔a1b2c2〕

の方式により大割能力を高め，小割の仕事量を増すよ

うにする。それでも小割機に遊び時間が残るならば

b2→b1に変え，〔a1b1c2〕による……順次このように

矢印方向に従って計算を繰返し，小割の遊び時間を0

に近づけて行く。

（ﾛ）大割機相互の均衡

　C～F工場のように大割機が2～3台の工場は，能

力の高い方には主に大径木を流し，低い方には小径木

を流すようにし，さらに小割機に対すると同様，大割

機相互の均衡を保つようにする。

　以上のようにして処理能力を算出した。その計算の

過程（AとF工場）及び結果（B，C，D，E工場）

を第5表に示した。

  1，3，1，　A工場について

　木取り方式〔a1b2c3〕を選ぶ（これが解である）。第

4表から大割能力a1－15．14，b2－20.67，C3－22.87

m3/日を得る。次に原木は径級別に25：40：35の割合

で入ってくるから，全体で100m3の原木を処理するの

に要する日数は径級別にそれぞれ1.651，1.935，

1.530日となり，合計5.116日である。さらに第4表か

らの原木1m3当り小割所要鋸断回数a1－173.6，b2－
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108.0，C3－57.8回に径級別の1日当り処理量4.89，

7.82，6.84m3をそれぞれ乗じて，1日に必要とする

小割鋸断回数合計2,088.9回が求まる。ここで，小割

機1台で1日2,115回鋸断可能であるから，小割稼働

率は2,088.9/2,115＝0.988となる。もし，木取り方式

の選択順序を1つ進めて〔a1b2c2〕を採るならば，処理

量は19.83m3/日，小割稼働率は109％となり大割・小

割作業時間の均衡が破れてしまうからこれは捨てる。

結局，前者が解として選ばれる。

  1．3．2　F工場について

　均衡の保たれる木取り方式は〔a1b2c2〕の組合せで

ある。原木100m3を大割機種にそれぞれ第5表のよ

うに，小径18.98m3を軽便に，小径6.02m3と中径

29.66m3を1,200mm自動に，中径10.34m3と大径

35m3を1,350mm自動に配分すると，3機種の処理日

数はそれぞれ1.832日となり，大割機相互のバランス

がとれ，1日当り処理量は54.58m3となる。小割稼働

率は99.8％となり，これが適解である。

　以上のようにしてB～Eの工場についても求め，そ

の結果にもとづいて規模別の標準生産量を第8表（後

掲）のごとく設定した。

  1．4径級別の処理能力

　第4表にもとづき，径級毎に小径の原木に対する木

取り方式3種，中径3種，大径5種の中から，大割・

小割機相互の能力が均衡するような木取り方式をみい

出し，その時の処理量を求めた。そのなかで，F工場
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が，大割・小割のバランスを保つためには，1日の所

要総回数を6,345回に近ずけなければならない。一

方，木取り方式は前述したごとくアルファベットの添

数値の大きいほど小割所要鋸断回数は少ない。最も少

ないa2を3台の大割機が選んだ場合，大割処理能力及

び小割所要鋸断回数は上表の数値を機種毎に加え，そ

れぞれ（15.19＋14.63＋10.02）＝39.84m3/日，

についての計算の過程並びに結果を表示すると第6表

の通りである。

　径級28cm下の原木を専ら挽立する場合について若

干説明を加える。

　選択の対象となる木取り方式は3機種共にa2a1a0
の3種であるから，全部の組合せ数は33＝27種ある。

これらのなかから，大割機と小割機の稼働時間の等し

い，かつ処理能力の大きな組合せをみつけ出すことに

した。

　第4表の数値から，木取り方式別に機種毎の1日当

り小割所要鋸断回数を求めると第7表のようになる

（a0は省略）。

　F工場では小割機を3台所有するから，小割能力は

2,115×3台＝6,345回/日である。小割所要鋸断回数

はどの木取り方式を採用するかによって定まってくる
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（2.461＋2.370＋1.623）＝6.454回/日と計算される

が，この数値は小割機の能力を若干上まわっている。

かりにいずれかの機種がa1又はa0を選ぶとするなら

ば，処理能力は増すが小割所要鋸断回数も増加し，さ

らにアンバランスとなる。結局，3機共a2を選びそ

の稼動時間を98.3％に押えることによって均衡が保た

れ，その時の処理量は第6表に示すごとく39.16m3/日

と計算される。その他同じ要領で，原木の径級毎にA

～E工場についても求め，その結果を第8表にとりま

とめた。

　この第8表の標準生産量を基礎にして，生産性及び

収益性を決定することにした（次号）。
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